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鳥
取
県
に
提
出
さ
れ
た
寺
院
の
責
任
役
員

名
簿
と
財
産
目
録
・
収
支
計
算
書
を
、
情
報

公
開
条
例
に
よ
っ
て
開
示
し
た
鳥
取
県
の
開

示
処
分
は
、
平
成
十
八
年
二
月
八
日
に
鳥
取

地
方
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
ま

し
た
。

平
成
七
年
の
宗
教
法
人
法
改
定
に
よ
り
、

寺
院
の
備
付
書
類
の
一
部
（
役
員
名
簿
や
財

務
書
類
等
）
は
、
そ
の
写
し
を
所
轄
庁
に
届

け
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

届
出
書
類
は
、
所
轄
庁
に
届
出
ら
れ
る
と
行

政
文
書
と
な
り
ま
す
の
で
、
情
報
公
開
法
や

情
報
公
開
条
例
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
り
ま
し
た
。
情
報
公
開
法
の
立
法
作

業
の
中
で
全
日
本
仏
教
会
は
、
日
本
宗
教
連

盟
と
と
も
に
、
と
き
の
総
務
庁
長
官
に
対
し
、

こ
の
届
出
書
類
を
不
開
示
情
報
と
す
る
よ
う

に
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。そ
の
結
果「
法

人
の
権
利
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
」

は
不
開
示
情
報
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の

旨
、
法
文
に
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。
そ
し
て
信
教
の
自
由
を
害
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
届
出
書
類
が
全

て
不
開
示
情
報
と
な
る
こ
と
は
、
国
会
の
審

議
で
も
確
認
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
文
化
庁
宗

務
課
の
見
解
で
も
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
平
成
十
一
年
に
地
方
分
権
一

括
法
が
制
定
さ
れ
、
平
成
十
二
年
に
地
方
自

治
法
が
大
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の

国
の
機
関
委
任
事
務
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
地

方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
事
務
は
、
法
定
受

託
事
務
と
自
治
事
務
に
分
か
れ
ま
し
た
。
法

定
受
託
事
務
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
地
方

自
治
体
は
国
の
指
示
等
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
自
治
事
務
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
必
ず
し
も
国
の
指
示
に
従
う
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

寺
院
か
ら
届
出
書
類
を
受
け
取
る
事
務
は
、

法
定
受
託
事
務
で
あ
る
と
法
文
上
明
記
さ
れ

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
受
け
取
っ
た
書
類
を

管
理
す
る
こ
と
は
、
法
定
受
託
事
務
と
な
る

か
ど
う
か
、
法
文
上
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
書
類
を
管
理
す
る
こ
と
が
法

定
受
託
事
務
と
な
れ
ば
こ
れ
を
公
開
す
る
こ

と
は
、
管
理
事
務
の
一
環
で
す
か
ら
文
部
科

学
大
臣
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。鳥

取
県
は
法
律
に
規
程
が
な
い
以
上
届
出

書
類
を
管
理
す
る
こ
と
は
自
治
事
務
で
あ
る

と
し
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
指
示
に
従
わ
ず
、

責
任
役
員
名
簿
や
財
産
目
録
・
収
支
計
算
書

を
開
示
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
開

示
さ
れ
た
寺
院
が
開
示
処
分
の
取
消
し
を
求

め
て
裁
判
を
し
て
い
ま
し
た
。
裁
判
所
は
、

鳥
取
県
の
判
断
は
間
違
い
で
あ
る
と
指
摘
し

た
の
で
し
た
。

こ
の
裁
判
で
争
わ
れ
た
の
は
、
次
の
三
つ

で
す
。

①
届
出
書
類
は
文
部
科
学
大
臣
の
指
示
に
よ

っ
て
開
示
し
て
は
い
け
な
い
情
報
か
ど
う

か
。

②
届
出
書
類
は
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
寺

院
の
権
利
、
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
。

③
鳥
取
県
の
開
示
決
定
は
、
憲
法
第
二
十
条

に
反
す
る
か
ど
う
か
。

裁
判
所
は
①
を
肯
定
し
て
寺
院
の
主
張
を

認
め
ま
し
た
。
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
云
っ

て
い
ま
す
。

ま
ず
、
届
出
書
類
を
受
け
取
っ
て
か
ら
後
、

こ
れ
を
管
理
す
る
こ
と
は
、
法
定
受
託
事
務

で
は
な
く
自
治
事
務
で
あ
る
と
判
断
し
ま
し

た
。
こ
の
点
は
鳥
取
県
の
主
張
を
認
め
ま
し

た
。
法
定
受
託
事
務
は
文
字
通
り
法
定
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
届
出
書

類
を
受
け
取
る
こ
と
は
法
定
受
託
事
務
と
し

て
規
定
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
受
け
取
っ

た
書
類
を
管
理
す
る
こ
と
は
法
定
受
託
事
務

と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と

云
っ
て
い
ま
す
。

続
け
て
判
決
は
、
管
理
す
る
こ
と
は
自
治

事
務
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
法
定
受
託
事
務

で
あ
る
書
類
を
受
け
取
る
こ
と
と
密
接
不
可

分
な
事
務
で
あ
り
、
寺
院
に
こ
の
書
類
を
提

出
さ
せ
る
こ
と
は
、
所
轄
庁
の
適
正
な
権
限

行
使
と
い
う
法
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
国
が
本
来
果
す
べ
き
役
割
に
係

わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
提
出
さ
れ
た
書
類

に
関
し
て
、
国
は
所
轄
庁
に
対
す
る
法
的
拘

束
力
を
示
す
一
般
的
な
基
準
を
示
す
必
要
が

あ
る
と
、
説
明
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
裁
判
所
は
鳥
取
県
の
開
示
を
取

り
消
し
た
の
で
し
た
。
従
っ
て
争
点
①
で
寺

院
を
勝
た
せ
た
為
、
争
点
②
の
開
示
す
る
こ

と
が
寺
院
の
権
利
や
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
か
ど
う
か
と
か
、
争
点
③
の
開
示
が

憲
法
第
二
十
条
に
反
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
、
判
断
し
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
判
決
は
、
文
化
庁
宗
務
課
の
見
解
に

沿
う
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
鳥
取
県
は
、

こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て
広
島
高
等
裁
判
所

へ
控
訴
し
ま
し
た
。

所
轄
庁
に
届
け
た
書
類
は

情
報
公
開
条
例
に
よ
り

公
開
さ
れ
る
の
か

■
顧
問
弁
護
士

長
谷
川

正
浩
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平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
日
に
鳥
取
県
が

県
内
二
宗
教
法
人
の
非
公
知
情
報
を
開
示
し

た
事
件
を
巡
っ
て
は
、
平
成
七
年
の
宗
教
法

人
法
改
正
に
対
す
る
批
判
材
料
と
し
て
論
じ

ら
れ
も
す
る
が
、
そ
う
し
た
立
場
は
鳥
取
県

の
開
示
決
定
が
妥
当
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提

と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ

も
そ
も
鳥
取
県
の
開
示
決
定
が
妥
当
性
を
欠

い
て
い
た
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

当
該
事
件
は
、
鳥
取
県
が
県
情
報
公
開
条

例
に
基
づ
き
宗
教
法
人
の
非
公
知
情
報
（
法

人
法
二
五
条
四
項
に
基
づ
く
提
出
書
類
の
記

載
情
報
）
を
開
示
し
た
事
件
で
あ
る
。
従
来
、

文
化
庁
は
こ
れ
ら
情
報
の
取
扱
い
を
「
存
否

応
答
拒
否
」
と
応
じ
る
よ
う
所
轄
庁
に
指
導

し
て
お
り
、
鳥
取
県
の
開
示
決
定
は
宗
教
法

人
情
報
の
取
扱
い
を
一
変
さ
せ
、
宗
務
行
政

を
所
管
す
る
文
化
庁
の
指
導
、
方
針
に
真
っ

向
か
ら
逆
ら
う
も
の
で
あ
っ
た
。

鳥
取
県
は
開
示
の
理
由
に
つ
い
て
、
①
「
文

化
庁
よ
り
原
則
非
開
示
を
求
め
る
文
書
が
出

さ
れ
た
当
時
は
機
関
委
任
事
務
で
あ
っ
た
が
、

地
方
分
権
一
括
法
施
行
後
は
自
治
事
務
で
文

化
庁
の
指
揮
監
督
力
の
拘
束
力
は
な
い
」、

②
「
県
の
情
報
公
開
条
例
に
照
ら
し
て
非
開

示
情
報
に
は
該
当
し
な
い
」
と
説
明
し
て
い

る
。
そ
こ
で
以
下
に
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘

し
た
い
。

ま
ず
「
理
由
①
」
に
関
し
て
は
、
宗
教
法

人
情
報
の
開
示
事
務
を
含
む
管
理
事
務
が

「
自
治
事
務
」
か
否
か
が
焦
点
と
な
る
が
、

自
治
事
務
と
主
張
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
は
、

（
ア
）
法
人
法
二
十
五
条
五
項
が
法
定
受
託

事
務
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、（
イ
）

機
関
委
任
事
務
に
関
連
し
て
収
集
・
作
成
さ

れ
た
情
報
管
理
を
自
治
事
務
と
す
る
自
治
省

見
解
が
存
在
す
る
こ
と
、
の
二
点
が
考
え
ら

れ
よ
う
。（
ア
）
に
つ
い
て
は
、
法
人
法
二

五
条
五
項
が
、
同
条
四
項
の
事
務
に
伴
い
提

出
書
類
を
取
り
扱
う
場
合
に
お
い
て
信
教
の

自
由
を
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
特
に
留
意

す
べ
き
こ
と
を
定
め
た
留
意
規
定
で
あ
り
、

留
意
規
定
か
ら
独
立
し
た
事
務
を
導
き
出
せ

る
か
と
い
っ
た
疑
問
が
生
ず
る
し
、（
イ
）

に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
七
年
の
自
治
省
見

解
が
同
時
に
、「
機
関
委
任
事
務
に
関
す
る

情
報
管
理
事
務
（
自
治
事
務
）
に
も
国
の
指

揮
監
督
権
が
及
ぶ
」
こ
と
を
認
め
る
内
容
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。文

化
庁
は
当
該
事
件
後
、
各
都
道
府
県
知

事
宛
に
「
処
理
基
準
」
を
通
知
し
た
が
、

（
一
）
地
方
分
権
一
括
法
施
行
後
は
都
道
府

県
知
事
所
轄
の
宗
教
法
人
に
関
す
る
事
務
は

機
関
委
任
事
務
か
ら
法
定
受
託
事
務
に
整
理

さ
れ
た
こ
と
、（
二
）
そ
の
事
務
は
全
て
の

所
轄
庁
が
統
一
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
相
応

し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
徹
底
し
た
「
処

理
基
準
」
は
、
こ
の
自
治
省
見
解
の
内
容
を

踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
宗
務
行
政
事
務
は
、

そ
も
そ
も
国
家
事
務
と
解
さ
れ
て
き
た
歴
史

が
あ
り
、
宗
教
法
人
に
関
す
る
統
一
的
事
務

の
保
証
や
宗
務
行
政
の
継
続
性
・
連
続
性
も

確
保
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
鳥
取
県
の
判
断

は
妥
当
性
を
欠
い
て
い
よ
う
。

次
に
「
理
由
②
」
に
関
し
て
は
、
県
条
例

の
非
開
示
情
報
の
規
定
「
当
該
法
人
等
の
権

利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を

害
す
る
お
そ
れ
」
の
適
用
が
焦
点
と
な
る
。

鳥
取
県
は
、
宗
教
法
人
の
場
合
は
「
当
該
法

人
等
の
権
利
」
に
信
教
の
自
由
が
含
ま
れ
る

と
説
明
す
る
が
、
そ
の
実
質
に
つ
い
て
の
認

識
は
極
め
て
曖
昧
で
、「
宗
教
法
人
の
尊
厳

と
い
う
概
念
は
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
を
否
定

し
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、「
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
項
目
を
開
示
す
れ
ば
宗
教
法
人
の
尊

厳
を
損
な
う
の
か
判
断
す
る
」
と
も
主
張
し

て
お
り
、「
宗
教
法
人
の
利
益
侵
害
が
客
観

的
か
つ
明
白
で
な
い
限
り
は
原
則
開
示
」
と

い
っ
た
安
易
な
考
え
で
開
示
決
定
に
至
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
当
該
事
件
で
は
、

開
示
決
定
に
先
立
っ
て
対
象
宗
教
法
人
に
対

す
る
意
見
聴
取
も
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
情
報

開
示
し
た
旨
の
通
告
も
な
さ
れ
て
い
な
い
ば

か
り
か
、
対
象
宗
教
法
人
名
の
公
表
も
拒
否

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
県
条
例
に
よ
っ

て
認
め
ら
れ
て
い
る
開
示
決
定
に
対
す
る
取

消
訴
訟
を
提
起
す
る
原
告
適
格
を
実
施
機
関

が
実
質
的
に
奪
う
こ
と
に
も
な
っ
て
お
り
、

鳥
取
県
の
判
断
は
、
こ
う
し
た
点
で
も
県
条

例
の
規
定
を
大
き
く
逸
脱
し
、「
法
人
等
の

権
利
」
を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
と
言
え
よ

う
。以

上
、
鳥
取
県
の
開
示
決
定
が
極
め
て
妥

当
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
縷
々
述
べ

て
き
た
。
し
か
し
、
当
該
事
件
で
留
意
す
べ

き
こ
と
は
、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
公
益
法

人
制
度
改
革
と
連
動
し
て
今
後
、
宗
教
法
人

の
公
益
性
の
担
保
機
能
と
し
て
公
開
性
（
情

報
開
示
）
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い
く
、

そ
う
し
た
流
れ
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

二
月
七
日
、
浄
土
宗
宗
務
庁
で
本
会
主
催
の
顧
問
弁
護
士
連
絡
会
を
開
催
（
前
号
掲

載
）。
情
報
公
開
法
を
テ
ー
マ
に
宮
澤
佳
廣
氏
を
迎
え
講
演
頂
い
た
。
本
号
で
は
、
講
演

内
容
を
掲
載
。

宗
教
法
人
と
情
報
公
開

―
鳥
取
県
の
宗
教
法
人
情
報
開
示
事
件
を
巡
っ
て
―

日
本
宗
教
連
盟
元
事
務
局
長

國
學
院
大
學
兼
任
講
師

宮
澤
佳
廣

加
盟
団
体
顧
問
弁
護
士
連
絡
会
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保
険
業
法
が
改
正
さ
れ
、
宗
門
の
共
済
制

度
が
行
政
の
監
督
下
に
置
か
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
は
、
本
誌
五
一
三
（
十
一
月
）
号

で
ご
報
告
し
ま
し
た
。

宗
門
の
共
済
制
度
は
、
①
構
成
員
が
宗
派

内
に
限
定
さ
れ
、
②
構
成
員
の
数
が
小
さ
く
、

③
独
自
の
募
集
組
織
は
も
っ
て
い
な
い
こ
と
、

④
宗
派
内
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
共
同
連

帯
情
宣
の
念
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
こ
と

等
の
理
由
に
よ
っ
て
、
行
政
の
監
督
は
不
必

要
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
宗
教
法
人
の
行

う
共
済
制
度
が
行
政
の
監
督
下
に
置
か
れ
る

こ
と
は
、
信
教
の
自
由
・
政
教
分
離
の
観
点

か
ら
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

昨
年
秋
以
降
、
全
日
本
仏
教
会
は
加
盟
団
体

と
一
体
と
な
っ
て
宗
門
の
共
済
を
保
険
業
法

の
対
象
か
ら
は
ず
す
よ
う
に
、
金
融
庁
に
対

し
陳
情
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
昨
年
暮
の
二
十
八
日
に
政
府

案
が
公
表
さ
れ
、
宗
教
法
人
等
が
行
う
共
済

制
度
は
、
保
険
業
法
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
交
渉
で
感
じ
た
こ
と
は
、
担
当
官

が
宗
教
界
の
情
報
を
全
く
得
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
包
括
・
被
包
括
制
度
や
、

宗
門
の
規
則
と
各
寺
院
の
規
則
と
の
関
係
、

各
宗
門
の
共
済
制
度
規
程
と
そ
の
実
態
等
の

資
料
を
担
当
官
に
示
し
て
説
明
し
て
き
ま
し

た
。
担
当
官
は
、
私
た
ち
の
説
明
を
率
直
に

聴
取
さ
れ
、
も
っ
と
資
料
が
ほ
し
い
と
請
求

さ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
私
た
ち
の
事
情
は
十

分
に
理
解
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
加
盟
団
体
の
労
に
よ
り
金
融
担
当

大
臣
に
お
会
い
し
て
、
実
情
を
訴
え
る
機
会

も
あ
り
ま
し
た
。
各
宗
門
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ル

ー
ト
で
政
府
関
係
者
と
交
渉
さ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
交
渉
が
阿
吽
の
呼
吸
で
一
つ
に
ま
と
ま

っ
て
、
大
き
な
成
果
を
導
い
た
と
い
え
ま
し

ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
形
で
全
日
本
仏
教
会
が
立
法

作
業
に
影
響
力
を
持
ち
え
た
こ
と
は
、
将
来

の
教
訓
と
し
て
残
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

保
険
業
法
の
改
正
―
そ
の
後
―

■
顧
問
弁
護
士

長
谷
川

正
浩

遺
骨
返
還
に
関
し

韓
国
チ
ョ
ン
委
員
長
が
協
力
を
要
請

二
月
二
十
四
日
、明
照
会
館
へ
韓
国
の「
日

諦
強
占
下
強
制
動
員
被
害
真
相
究
明
委
員

会
」
の
全
基
浩
（
チ
ョ
ン
・
ギ
ホ
）
委
員
長
、

同
委
員
ら
四
名
、
韓
国
大
使
館
員
と
日
本
の

外
務
省
及
び
文
化
庁
担
当
者
が
来
局
し
た
。

チ
ョ
ン
委
員
長
は
、
本
会
へ
朝
鮮
半
島
出

身
者
の
旧
民
間
徴
用
者
の
遺
骨
返
還
と
実
地

調
査
等
の
協
力
を
要
請
し
た
。
齋
藤
明
聖
事

務
総
長
は
、
昨
年
夏
、
加
盟
団
体
へ
文
書
で

理
解
を
求
め
た
こ
と
や
、
本
年
一
月
、
政
府

担
当
者
を
ま
じ
え
た
加
盟
団
体
担
当
者
連
絡

協
議
会
を
開
催
し
た
旨
を
説
明
。

そ
し
て
、
今
後
も
仏
教
界
と
し
て
人
道
的

な
立
場
か
ら
協
力
し
、
実
地
調
査
に
際
し
て

は
寺
院
が
安
心
し
て
協
力
で
き
る
よ
う
な
方

法
を
依
頼
し
た
。
今
後
も
政
府
担
当
者
と
連

絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
協
力
し
て
い
く
。協力を要請するチョン委員長（中央右）

公
益
法
人
制
度
改
革

内
閣
府
公
益
法
人
制
度
改
革

推
進
事
務
局
へ
要
請

『
公
益
法
人
制
度
改
革
（
新
制
度
の
概

要
）』で
、
公
益
的
事
業
の
例
示
の
中
に
、
宗

教
に
関
連
す
る
事
業
が
入
っ
て
い
な
い
。
さ

ら
に
、
宗
教
法
人
が
公
益
法
人
で
あ
る
法
的

根
拠
と
な
っ
て
い
る
現
行
民
法
第
三
十
四
条

が
削
除
さ
れ
る
と
の
情
報
を
得
た
。

本
会
は
、
日
本
宗
教
連
盟
と
連
携
し
、「
公

益
法
人
制
度
改
革
に
つ
い
て
」
の
要
請
文
を

二
月
二
十
日
付
、
内
閣
官
房
行
政
改
革
推
進

事
務
局
・
公
益
法
人
制
度
改
革
推
進
室
へ
送

付
し
た
。

ま
た
、
三
月
二
日
、
自
由
民
主
党
本
部
で

行
わ
れ
た
自
由
民
主
党
行
政
改
革
推
進
本
部

公
益
法
人
委
員
会
・
法
務
部
会
・
内
閣
部
会

合
同
会
議
で
、
齋
藤
明
聖
日
本
宗
教
連
盟
事

務
局
長
（
本
会
事
務
総
長
）
が
意
見
発
表
を

行
っ
た
。
（
詳
細
は
次
号
で
報
告
）

意見発表する齋藤事務総長（左）
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二
月
十
日
、
テ
レ
ビ
等
で
も
活
躍
中
の
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
大
谷
昭
宏
氏
を
講
師
に
人
権

啓
発
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
。
会
場
と
な
っ

た
真
言
宗
豊
山
派
宗
務
所
（
東
京
）
に
は
、

加
盟
団
体
内
外
よ
り
約
百
八
十
名
の
参
加
者

が
集
ま
っ
た
。

開
会
に
あ
た
っ
て
、
深
澤
信
善
同
和
委
員

会
委
員
長
よ
り
、
伝
統
仏
教
界
の
部
落
差
別

問
題
・
人
権
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
経
緯
の

紹
介
、
本
講
演
会
開
催
の
趣
旨
の
説
明
が
あ

り
、
つ
づ
い
て
、
会
場
提
供
の
真
言
宗
豊
山

派
よ
り
、
浅
井
侃
雄
宗
務
総
長
の
代
理
と
し

て
、
根
岸
栄
宏
教
化
部
長
が
挨
拶
し
た
。

大
谷
氏
は
、
宗
教
界
が
世
の
中
の
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
に
関
わ
れ
な
い
の
か
、
日
本
は
諸
外

国
に
比
べ
社
会
に
対
す
る
宗
教
の
影
響
が
少

な
い
、
宗
教
の
規
範
を
無
く
し
た
個
人
主
義

・
自
由
主
義
で
よ
い
の
か
と
の
問
い
か
ら
講

演
を
開
始
し
た
。

現
在
、
テ
レ
ビ
・
新
聞
な
ど
で
報
道
さ
れ

て
い
る
様
々
な
問
題
や
事
件
を
紹
介
し
な
が

ら
、
大
谷
氏
は
問
題
提
起
を
行
っ
た
。
皇
室

典
範
の
改
正
問
題
に
つ
い
て
は
、
女
系
・
女

性
天
皇
に
賛
成
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
歴
代

天
皇
百
二
十
五
代
の
う
ち
五
十
九
代
は
側
室

の
子
で
あ
り
、
男
系
男
子
で
継
承
す
る
た
め

に
は
側
室
が
必
須
と
な
っ
て
し
ま
う
。
現
在

の
憲
法
に
よ
る
象
徴
天
皇
制
に
よ
っ
て
、
国

民
は
理
想
の
家
族
の
象
徴
と
し
て
皇
室
を
見

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
側
室
の
い
る
家
族

が
理
想
の
家
族
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
と
疑
念

を
述
べ
ら
れ
た
。

J
R
福
知
山
線
の
脱
線
事
故
で
は
、
一
分

三
十
秒
の
遅
れ
を
取
り
戻
す
た
め
に
事
故
を

起
こ
し
た
。
そ
う
し
た
一
分
一
秒
を
争
う
よ

う
な
社
会
。
ま
た
、
神
戸
連
続
児
童
殺
傷
事

件
を
は
じ
め
、
子
供
の
犯
罪
被
害
者
の
続
出

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
弱
い
も
の
を
踏
み
に

じ
っ
て
成
立
し
、
つ
い
て
こ
ら
れ
な
い
人
間

は
負
け
組
と
い
う
よ
う
な
格
差
社
会
。
こ
れ

が
日
本
人
が
理
想
と
し
て
思
い
描
い
た
社
会

な
の
か
。
こ
う
い
っ
た
事
件
に
対
し
、
各
種

専
門
家
か
ら
の
多
く
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た

が
、
欧
米
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
、
宗
教
者
の
コ

メ
ン
ト
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
は
ず
だ
。
欧
米

で
は
、
宗
教
が
社
会
の
基
盤
に
あ
り
、
そ
の

上
で
意
見
を
い
う
、
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
個
人
主
義
・
自
由
主
義
が
担
保
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
部
落
差
別
問
題
に
つ
い
て
も
、

担
当
し
て
い
た
新
聞
の
コ
ラ
ム
欄
に
送
ら
れ

て
き
た
、
結
婚
差
別
に
苦
し
む
「
村
の
子
」

の
手
紙
を
紹
介
し
な
が
ら
、
な
ぜ
差
別
が
解

消
で
き
な
い
の
か
、
本
当
に
差
別
を
な
く
す

べ
く
努
力
を
し
て
き
た
の
か
、
自
問
し
て
き

た
自
身
の
思
い
を
述
べ
ら
れ
た
。

日
本
は
世
界
第
二
位
の
経
済
力
を
誇
っ
て

は
い
て
も
い
び
つ
な
社
会
で
は
な
い
か
。
勝

ち
組
が
良
く
て
負
け
組
が
だ
ら
し
な
い
な
ど

と
い
う
が
、
何
で
も
強
い
の
が
良
い
の
か
。

よ
い
社
会
と
は
何
な
の
か
、
経
済
的
繁
栄
か
、

軍
事
大
国
か
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
る
ア
メ

リ
カ
は
幸
せ
な
の
か
。
大
谷
氏
は
、
そ
の
国

が
素
晴
ら
し
い
か
ど
う
か
は
、
そ
の
国
に
住

む
人
の
命
・
人
の
尊
さ
が
ど
れ
だ
け
大
事
に

さ
れ
て
い
る
か
だ
。
平
等
で
「
根
っ
こ
の
と

こ
ろ
で
幸
せ
」
と
い
え
る
社
会
を
作
る
べ
き

で
は
な
い
の
か
と
訴
え
た
。

講
演
終
了
後
、
里
見
達
人
理
事
長
が
、
ノ

ー
ベ
ル
文
学
賞
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
の
、
世
界
で

一
番
最
初
に
差
別
を
否
定
し
た
の
は
釈
尊
だ
、

と
の
言
葉
を
紹
介
し
な
が
ら
、
仏
教
が
、
人

が
い
か
に
生
き
る
か
を
探
求
す
る
宗
教
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
命
、
生
き
る
権

利
を
大
事
に
す
る
宗
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
挨
拶
し
、
閉
会
し
た
。

本
会
主
催

人
権
啓
発
講
演
会

「
み
ん
な
の
命

輝
く
た
め
に
」

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

大
谷
昭
宏
氏

講演する大谷昭宏氏

憲
法
改
正
論
議

各
委
員
会
は
継
続
審
議
を
答
申

憲
法
改
正
論
議
に
つ
い
て
、
里
見
達
人
理

事
長
よ
り
諮
問
さ
れ
た
各
委
員
会
（
信
教
の

自
由
に
関
す
る
委
員
会
、
同
和
委
員
会
、
国

際
委
員
会
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
理
事
長
に
答
申

書
を
提
出
し
た
。

信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
は
、
仏
陀

の
和
の
精
神
を
基
調
と
し
て
仏
教
文
化
の
宣

揚
と
世
界
平
和
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
々
が
共
に

生
き
る
社
会
の
創
造
を
目
指
し
、
更
な
る
研

究
を
進
め
て
い
く
べ
き
旨
を
答
申
。

同
和
委
員
会
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
平

和
と
人
権
を
守
る
国
で
あ
る
べ
き
と
の
考
え

か
ら
、
釈
尊
の
教
え
を
基
盤
と
し
た
見
方
に

よ
っ
て
国
、
憲
法
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と

を
原
則
と
し
、
次
年
度
以
降
も
継
続
し
て
議

論
を
行
っ
て
行
く
べ
き
で
あ
り
、
法
律
等
の

専
門
家
・
学
識
者
も
加
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と

が
望
ま
し
い
と
し
た
。

国
際
委
員
会
は
、
平
和
主
義
を
そ
の
紐
帯

と
す
る
日
本
国
憲
法
の
改
正
が
議
論
さ
れ
る

中
、
世
界
平
和
の
進
展
と
い
う
本
会
の
目
的

を
基
調
に
、
国
際
的
見
地
も
踏
ま
え
て
次
年

度
以
降
も
議
論
を
継
続
的
に
進
め
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
し
た
。
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■『伝統仏教と地域社会の関係』についてのアンケート報告 ＜第１回＞

寺院は、地域社会の期待に応えられているか
報告： 澤 茂 樹

全日本仏教会で推進中の、「広報研究プロジェクト」に参加させていただいています。その一環として、
昨年１０～１２月に、加盟団体各位の絶大なご協力をいただき、『伝統仏教と地域社会の関係』に関する全国
規模の寺院アンケート調査を実施しました。主な回答者は住職の方々で、各地の住職の目から見た「寺院
と地域社会の関係」が浮き彫りになっています。その概要を、今回から３回に分けて報告します。
今回の調査は、全国２０００寺院にアンケート用紙を送付し、回答後に返送していただく郵送調査の手法を

とりました。有効回答数は約８５０サンプル（回収率４３％）で、年齢的には４０代以下、５０代、６０代がそれぞ
れ３０％、７０歳代以上が１０％という構成です。第一回目は、「寺院は地域社会から何を期待され、その期待
にどの程度応えられている」と自己認識しているかという問題を取り上げます。

＊
まず、お寺（自坊）が地域社会や檀信徒から、その役割をどの程度期待されていると思うかを聞いたと

ころ、「非常に期待されている」（９．５％）「期待されている」（６６％）と、きわめて高い期待度評価となり
ました。因みに（次回報告）、伝統仏教界全体の社会からの期待度は、「非常に期待されている」（１０％）「期
待されている」（６１％）ですから、ほぼ同水準です。
一方、その期待にどの程度応えられているかを聞いてみると、自坊では「非常に応えられている」と「応

えられている」の合計が６３％であるのに対して、伝統仏教界の期待対応度の合計は２７％と低く、むしろ「期
待に応えられていない」（６９％）「まったく応えられていない」（４％）と厳しく評価しています。自坊と
しては頑張っているが、伝統仏教界全体としては地域や社会の期待に応えられていないと考えていること
になります。

＊
次に、個別の活動についても同様に、期待度と期待対応度を聞いています。地域からの期待が高いと考

えている活動は、「人生相談・カウンセリング」（６５％）「花まつり、盆踊りなどの年中行事」（６２％）「宗
教体験施設として」（５５％）「寺院スペースの活用・提供」（５１％）「仏教教育の推進」（５１％）が上位５項
目です。しかし、期待対応度でみると「花まつり」（４４％）「人生相談」（３５％）「寺院スペース」（３０％）
となり、「宗教体験」（２４％）「仏教教育」（１６％）はあまり期待に応えられていません。（図表）
他に、「地域の環境美化」「災害時のボランティア活動」「災害時の救援拠点」「学校教育への参加」「生
涯学習への貢献」などの、いわゆる“社会活動”への期待が高まってきていると認識されている点も注目
されます。ただし、対応度はさほど高くはありません。

＊
総じて、寺院（自坊）が地域とのつながりの重要性を強く認識していることがうかがえます。しかし、

現状、様々な制約から十分に対応できていない悩みや、何とか期待に応えたい思いも、自由回答などと照
らし合わせてみると伝わってきます。それが逆に、「伝統仏教界は社会の期待に応えられていない」とい
う感慨につながっているのかもしれません。上記の諸活動は、いわば寺院における広い意味での「布教活
動」に他ならないことを考えると、それを支援し、地域の期待を伝統仏教への期待に転換させていく大き
な力、つまり伝統仏教界全体としての大局的な取り組みが期待されているように思われます。

２００６年４月１日6
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春
季
慰
霊
法
要

三
月
十
日
午
前
十
時
よ
り
、
東
京
都
慰
霊

堂
で
、
都
内
戦
災
・
関
東
大
震
災
遭
難
者
春

季
慰
霊
法
要
が
、（
財
）東
京
都
慰
霊
協
会
主

催
、
本
会
協
賛
に
よ
り
、
三
笠
宮
殿
下
ご
臨

席
の
も
と
執
り
行
わ
れ
た
。

法
要
は
、
大
本
山
浅
草
寺
貫
主
清
水
谷
孝

尚
猊
下
導
師
の
も
と
東
京
都
仏
教
連
合
会
各

地
区
代
表
が
随
喜
し
厳
か
に
営
ま
れ
た
。

続
い
て
追
悼
の
辞
を
石
原
慎
太
郎
都
知
事

が
述
べ
、
各
代
表
が
焼
香
を
行
っ
た
。

次
に
、
清
水
谷
猊
下
が
法
話
を
行
い
、
一

般
参
列
者
の
焼
香
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
正
午
よ
り
本
所
仏
教
会
の
特
志
法

要
も
執
り
行
わ
れ
た
。

東京都慰霊堂で行われた春季慰霊法要

二
日
▼
神
社
本
庁
宮
澤
佳
廣
参
事
（
顧
問
弁
護

士
連
絡
会
講
師
）
打
合
せ
行
き

▼
自
由
民
主
党
新
春
懇
親
会
出
席

六
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

▼
ビ
ル
マ
仏
教
会
ケ
マ
サ
ラ
氏
来
局

▼
自
民
党
・
小
泉
顕
雄
議
員
（
浄
土
宗
僧

侶
）
を
訪
問

▼
文
化
庁
・
内
閣
行
革
推
進
事
務
局
を
訪

問

七
日
▼
顧
問
弁
護
士
連
絡
会
開
催
（
京
都
）

八
日
▼
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
修
正
会
出
席

▼
日
華
仏
教
文
化
交
流
協
会
谷
玄
昭
理
事

長
を
訪
問

九
日
▼
法
律
相
談
室

▼
鈴
木
政
二
官
房
副
長
官
を
訪
問

十
日
▼
人
権
啓
発
講
演
会
開
催

▼
日
宗
連
幹
事
会

十
三
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

十
四
日
▼
公
益
法
人
制
度
改
革
に
関
す
る
協
議

会
開
催
・
記
者
会
見

▼
上
杉
聰
日
本
の
戦
争
責
任
資
料
セ
ン

タ
ー
事
務
局
長
来
局

十
五
日
▼
日
宗
連
幹
事
会

▼
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
正
副
委
員
長
会

議

十
六
日
▼
文
化
庁
主
催
「
公
益
法
人
制
度
改
革

説
明
会
」
出
席

▼
公
益
法
人
制
度
改
革
要
請
の
た
め
、

内
閣
官
房
を
訪
問

▼
国
際
委
員
会
開
催

▼
安
倍
晋
三
官
房
長
官
を
訪
問

十
七
日
▼
文
化
庁
、
内
閣
官
房
来
局

二
十
日
▼
内
閣
官
房
宛
「
公
益
法
人
制
度
改
革

に
つ
い
て
」
要
請
文
を
提
出

二
十
一
日
▼
衆
議
院
議
員
会
館
訪
問

二
十
三
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

▼
国
際
仏
教
興
隆
協
会
理
事
会
・
監

事
会
出
席

二
十
四
日
▼
チ
ョ
ン
・
ギ
ホ
韓
国
真
相
究
明
委

員
会
委
員
長
来
局

▼
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
総
会
出

席
▼
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
大
使
館
訪
問

▼
自
民
党
・
谷
川
秀
善
議
員
来
局

二
十
八
日
▼
自
民
党
・
衛
藤
征
士
郎
セ
ミ
ナ
ー

出
席

一
日
▼
自
民
党
・
中
川
秀
直
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ

ナ
ー
出
席

二
日
▼
自
由
民
主
党
本
部
・
内
閣
部
会
合
同
会

議
で
公
益
法
人
制
度
に
つ
い
て
意
見
発

表

三
日
▼
部
落
解
放
同
盟
全
国
大
会
出
席

▼
日
本
ネ
パ
ー
ル
国
交
樹
立
記
念
会
出
席

六
日
▼
同
和
委
員
会
開
催

八
日
▼
日
宗
連
理
事
会
・
参
議
会
、
幹
事
会

九
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

十
日
▼
東
京
都
慰
霊
協
会
春
季
慰
霊
法
要
参
列

▼
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
開
催

▼
法
律
相
談
室

就
任

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

髙
木
文
善
（
真
宗
大
谷
派
）

財
団
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会

日
比
野
郁
皓
（
事
務
総
長
推
薦
）

退
任

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

杉
浦
義
孝
（
真
宗
大
谷
派
）

本
誌
発
送
先
変
更
の
場
合
、
事
務
局
ま
で
、

ご
一
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
お
願
い

無料法律
相談室

【
グ
ー
ム
僧
院
】
イ
ン
ド

十
九
世
紀
中
頃
、
モ
ン
ゴ
ル
僧
チ
ュ
ム

ク
リ
が
ダ
ー
ジ
リ
ン
に
建
立
し
た
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
寺
院
。
写
真
の
弥
勒
菩
薩
は
、
約

四
メ
ー
ト
ル
五
〇
セ
ン
チ
あ
り
僧
院
の
中

央
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

五
〇
七
（
四
月
）
号
か
ら
、
仏
教
関
連

の
世
界
文
化
遺
産
を
特
集
し
て
い
ま
す
。

本
会
財
団
創
立
五
十
周
年
の
テ
ー
マ

「
地
域
の
縁
ア
ジ
ア
の
縁
」
に
沿
っ
た
写

真
を
引
き
続
き
掲
載
し
て
ま
い
り
ま
す
。

◆
今
月
の
表
紙
に
つ
い
て
◆

長谷川正浩顧問弁
護士による、無料
法律相談を毎月第
二、第四木曜日の
午後開催しており
ます。本会事務総
局０３（３４３７）９２７５へ
事前予約の上おい
で下さい。

事
務
総
局
録
事

二
月
（
一
〜
二
十
八
日
）

人
事

三
月
（
一
〜
十
日
）

7ZENBUTSU２００６年４月１日
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第
五
一
七
号

仏教伝道の旗印として仏旗を掲げましょう
●
仏
旗
に
は
次
の
よ
う
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

仏
旗
と
は
、
仏
教
徒
が
仏
教
を
開
か
れ

た
お
釈
迦
さ
ま
（
仏
陀
）
の
教
え
を
守
り
、

仏
の
道
を
歩
ん
で
い
く
時
の
大
い
な
る
旗

印
と
な
る
も
の
で
す
。

仏
旗
の
色
と
形
に
は
、
仏
陀
が
そ
の
す

ぐ
れ
た
力
を
は
た
ら
か
せ
る
時
、
仏
陀
の

体
か
ら
青
、
黄
、
赤
、
白
、
樺
及
び
輝
き

の
六
色
の
光
を
放
つ
と
『
小
部
経
典
』
と

い
う
お
経
の
中
の
「
無
礙
解
道
」
の
項
に

説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
色

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
理
解
さ
れ
て
い

ま
す
。

青
色
は
仏
陀
の
髪
の
毛
の
色
で
、
心
乱

さ
ず
力
強
く
生
き
抜
く
力
「
定
根
」
を

表
し
ま
す
。

黄
色
は
燦
然
と
輝
く
仏
陀
の
身
体
で
、

豊
か
な
姿
で
確
固
と
し
た
揺
る
ぎ
な
い

性
質
「
金
剛
」
を
表
し
ま
す
。

赤
色
は
仏
陀
の
情
熱
、
ほ
と
ば
し
る
血

液
の
色
で
、
大
い
な
る
慈
悲
の
心
で

人
々
を
救
済
す
る
こ
と
が
止
ま
る
こ
と

の
な
い
働
き
「
精
進
」
を
表
し
ま
す
。

白
色
は
仏
陀
の
説
法
さ
れ
る
歯
の
色
で
、

清
純
な
お
心
で
諸
々
の
悪
業
や
煩
悩
の

苦
し
み
を
清
め
る「
清
浄
」を
表
し
ま
す
。

樺
色
は
仏
陀
の
聖
な
る
身
体
を
包
む
袈

裟
の
色
で
、
あ
ら
ゆ
る
侮
辱
や
迫
害
、

誘
惑
な
ど
に
よ
く
耐
え
て
怒
ら
ぬ
「
忍

辱
」
を
あ
ら
わ
し
、
イ
ン
ド
、
タ
イ
、

ビ
ル
マ
等
の
僧
侶
が
こ
の
色
の
袈
裟
を

身
に
つ
け
て
い
ま
す
。

こ
の
縦
と
横
に
重
な
り
合
う
五
色
で
表

さ
れ
る
仏
陀
の
お
姿
と
教
え
が
、
仏
の
道

を
進
む
私
た
ち
を
励
ま
し
て
下
さ
っ
て
い

る
の
で
す
。

第
一
回
Ｗ
Ｆ
Ｂ
世
界
仏
教
徒
会
議
ス
リ
ラ
ン
カ
大
会（
一

九
五
〇
年
）で「
国
際
仏
旗
」
と
し
て
採
択
さ
れ
、
日
本
で

は
、
第
二
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
永
平
寺
大
会（
一
九

五
四
年
）で
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

●
仏
旗

発
行
人

齋
藤
明
聖

発
行
所

財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

〒
一
〇
五
―
〇
〇
一
一
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
―
七
―
四

U
RL:http://w

w
w
.jbf.ne.jp/

全日本仏教会選定仏旗
〇大 ５，０００円（縦 １４０㎝ 横２１０㎝ テトロン）
〇中 ４，０００円（縦 ９０㎝ 横１３５㎝ テトロン）
〇小 ２，５００円（縦 ７０㎝ 横１００㎝ テトロン）
〇卓上 ２，５００円（高さ３０㎝ テトロン 台座付）

本
会
で
は
、「
全
仏
」
誌
及
び

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
通
じ
、
仏
旗
の

普
及
に
努
め
て
お
り
ま
す
が
、
五

色
幕
に
使
わ
れ
て
い
る
緑
・
黄
・

赤
・
白
・
紫
の
五
色
を
用
い
た
旗

が
依
然
と
し
て
多
く
見
受
け
ら
れ

ま
す
。

本
会
で
は
、「
全
日
本
仏
教
会

選
定
仏
旗
」
を
作
成
し
更
な
る
普

及
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

●全日本仏教会頒布特別展覧会「大絵巻展」開催
●国宝「源氏物語絵巻」、
「信貴山縁起」を公開 「花まつり」ポスターのご案内

「花まつり」は釈尊ご誕生を祝う重要な行
事であり、広く社会に浸透させて頂きたいと
願っております。本会加盟団体各ご寺院に
おかれましても「花まつり」ポスターをご掲示
頂き、多くの皆様へのアピールをお願い致し
ます。
１枚１００円（５枚より）頒布希望の方は、
FAXまたはハガキにて下記事項を明記の
上お申込願います。
①氏名 ②一般・ご寺院（ご宗派・ご寺院名）
③希望枚数 ④郵便番号、住所
⑤連絡先電話番号
【申込先】 全日本仏教会・財務部

絵巻は平安時代の物語の成立に始まり、説話や
寺社縁起、高僧伝と広がりました。日本四大絵巻を
はじめ一遍上人絵巻、日蓮聖人註画讃、融通念仏
縁起等も展示予定。
会期：４月２２日（土）～６月４日（日）

※休館日は毎週月曜日
開館時間：９：３０～１８：００※毎週金曜は２０：００まで
会場：京都国立博物館
観覧料金：一般１，３００円 学生９００円

小・中学生４００円
主催：京都国立博物館他
お問い合せ：電話０７５（５２５）２４７３

書の国宝「墨跡展」開催
●鎌倉・室町時代の禅僧の
墨跡を展示
独特の書風で書き表された墨跡は、師の言葉で

あり、直接的な筆触であり、時空を超えた師との対面
でもあります。
会期：４月１８日（火）～５月２８日（日）

※休館日は毎週月曜日
開館時間：９：３０～１７：００
会場：大阪市立美術館（天王寺公園内）
観覧料金：一般１，３００円 高大生１０００円
主催：大阪市立美術館他
お問い合せ：電話０６（６７７１）４８７４

電

話
〇
三（
三
四
三
七
）九
二
七
五

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
三（
三
四
三
七
）三
二
六
〇

２００６年４月１日8


